
口
繪
圖
版
解
説

口
繪
圖
版

一

史
記
零
本
第
九
十
七

生
陸

列
傳

第
三
十
七

（

）
司
馬

撰

（
劉
宋
）
裴

集
解

元
刻
本

一

外
寸
「
二
七
×
一
六
・
二
糎
」

書
誌
事
項

１

本
文
巻
首
題
署

「

生
陸

列
傳
第
三
十
七
」／
「
史
記
九
十
七
」

２

巻
尾
題
署

「

生
陸

傳
第
三
十
七
／
史
記
九
十
七
」

３

版
式「

左
右
雙
邊
」「
有
界
」「
一
○
行
二
一
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」「
上
下
線
黑
口
」「
雙
魚
尾
」
版
心
題
「
史
記
」
内
匡
郭
「
一
八
・
四
×
一
二
糎
」

上
象
鼻
に
刻
字
数
あ
り
。
白
文
朱
句
點
・
朱
引
あ
り
。
本
文
一
一
丁
（
第
六
丁
目
闕
）

史
記
は
前
漢
の
太
史
令
で
あ
っ
た
司
馬

（
前
一
四
五－

八
六
？
）
が
征
和
二
年
（
前
九
一
）
に
紀
伝
体
で
著
わ
し
た
歴
史
書
で
、
全
百
三
十
巻
が
本
紀
、

表
、
書
、
世
家
、
列
伝
に
分
か
れ
る
。
紀
伝
体
と
は
、
人
物
の
事
績
を
中
心
に
歴
史
的
記
述
を
行
う
方
法
で
あ
り
、
以
降
の
正
史
の
体
裁
の
典
型
と
な
り
、
史
記

は
そ
の
代
表
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
年
代
ご
と
に
記
述
を
行
う
方
法
を
編
年
体
と
い
う
。
別
に
『
太
史
公
記
』『
太
史
記
』
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
。
列
伝
に
は

黄
帝
よ
り
漢
代
ま
で
の
忠
臣
、
孝
子
、
酷
吏
、
遊
侠
な
ど
の
歴
史
的
人
物
伝
を
収
め
る
。
本
巻
は
漢
の
儒
者

生
と
、
漢
の
高
祖
の
弁
士
陸

に
つ
い
て
の
伝
を

記
し
て
い
る
。

書
物
は
、
薄
紫
地
の
錦
の
中
国
製
の

に
収
め
ら
れ
、

題

に
は
「
宋
版

史
記
零
本

壹

」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
改
装
表
紙
は
納
戸
色
平
織
の
絹
を
使

用
し
題

は
な
い
。
裏
打
ち
を
加
え
金

玉
装
に
仕
立
て
て
あ
る
。
前
表
紙
に
続
け
て
遊
紙
二
丁
あ
り
。
二
丁
目
の
表
に
「
史
記
列
傳
第
三
十
七

生
陸

傳
十

一
七
三



一
／
葉
ニ
シ
テ
巻
末
ノ
藏
書
印
ハ
有
名
ナ
ル
山
東
ノ
／
藏
書
家
楊
氏
ノ
藏
書
印
ナ
リ
藏
書
ハ
満
／
鐡
カ
數
萬
圓
ヲ
投
シ
テ
購
入
シ
之
ヲ
大

圖
書
館
ニ
／
収
メ
タ

リ
」
と
識
語
が
あ
る
。
印
記
は
「
宋
存
書
室
」「
東
郡
楊
氏
鑑
藏
金
石
書
畫
印
」
の
二
印
が
あ
る
。

題

に
よ
れ
ば
、
宋
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
正
史
宋
元
版
の
研
究
』
の
著
者
、
元
慶
応
大
学
尾
崎
康
教
授
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
伝
本
の
多
い
元
版
と

の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
に
掲
載
の
元
至
元
二
五
年
刊
の
書
陵
部
蔵
本
に
字
体
、
版
式
な
ど
が
一
致
す
る
。
館
蔵
本
と
は
印
記
が
異
な
る
が
、
元
至
元
二
五
年
安
福

彭
寅
崇

精
舎
刊
刻
に
永
享
十
二
年
東
福
寺
で
加
点
さ
れ
た
も
の
の
早
い
時
期
で
の
分
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

当
館
に
収
蔵
の
経
緯
は
、
識
語
と
印
記
に
よ
っ
て
か
な
り
判
明
す
る
。
満
鉄
は
中
国
思
想
の
基
礎
的
な
研
究
の
た
め
と
し
て
、
大
正
末
よ
り
昭
和
初
期
に
か

け
、
古
刊
漢
籍
を
収
集
し
、
大
連
図
書
館
に
収
蔵
し
た
。
山
東
聊
城
の
著
名
な
蔵
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
楊
以

（
一
七
八
七－

一
八
五
六
）
の
蔵
書
が
購
入
さ

れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
ろ
う
。
昭
和
十
一
年
の
満
鉄
の
職
制
改
組
の
際
に
、
何
ら
か
の
理
由
で
満
鉄
か
ら
放
出
さ
れ
、
昭
和
十
二
年
の
特
別
購
入
費
に
よ
り
古

書
店
経
由
で
、
中
央
大
学
図
書
館
に
受
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
太
田
澄
子
）

口
繪
圖
版

二

西
山
先
生
眞
文
忠
公
讀
書
記

一

存

甲
集
第
一

（
宋
）
眞
德
秀
撰

明

期
刻
本

一

外
寸
「
三
二
・
二
×
二
〇
・
二
糎
」

書
誌
事
項

１

目
録
題
署

「
西
山
眞
文
忠
公
讀
書
記
目

甲
集
」

２

「
甲
記
綱
目
」

３

本
文
巻
首
題
署

「
西
山
先
生
眞
文
忠
公
讀
書
記

甲
集

一

」

４

版
式

一
七
四



「
左
右
雙
邊
」「
有
界
」「
九
行
十
六
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」「
白
口
」「
雙
魚
尾
」
内
匡
郭
「
二
一
・
五
×
一
四
・
九
糎
」「
白
文
」
版
心
題
「
讀
書
記

甲

一
」

原
紙
の
大
き
さ
、
二
八
・
三
×
二
○
・
二
糎
。

眞
徳
秀
は
南
宋
の
淳
熙
五
年
（
一
一
七
八
）
浦
城
（
現
福
建
省
）
に
生
ま
れ
た
。
字
は
景
元
、
ま
た
希
元
、
景
希
と
い
う
説
も
あ
り
。
号
は
西
山
、
西
山
先
生

と
称
さ
れ
る
。
慶
元
五
年
（
一
一
九
九
）
進
士
つ
い
で
博
学
宏
詞
科
に
及
第
し
、
太
学
正
と
な
る
。

師
は
同
郷
儒
者
の

體
仁
（
元
善
）
で
あ
る
が
、『
宋
元
學
案
』
巻
八
一
「
西
山
眞
氏
學
案
」
の
巻
頭
に
は
、「
西
山
之
望
直

晦
翁
…
…
朱
學
最
尊
信
…
…
」

と
見
え
る
よ
う
に
最
も
朱
熹
を
尊
崇
し
て
い
た
。
当
時
（
寧
宗
）
の
宰
相
史
彌
遠
に
抗
し
罷
免
さ
れ
た
。
世
は
韓

に
よ
る
偽
学
の
禁
で
、
朱
熹
・
二
程
（
程

顥
・
程
頤
）
の
学
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
眞
徳
秀
は
野
に
下
っ
て
も
節
を
曲
げ
ず
、
程
朱
の
学
の
再
興
に
尽
力
し
た
。

そ
の
学
は
涵
養
を
先
と
し
、
究
理
を
後
に
し
、
用
敬
を
第
一
の
工
夫
と
し
た
。
思
想
に
創
見
が
な
く
、
朱
熹
・
二
程
の
学
を
墨
守
す
る
の
み
と
い
う
説
も
あ
る

が
、
朱
子
学
に
比
べ
て
致
知
よ
り
も
誠
意
を
、
究
理
よ
り
も
存
養
を
協
調
し
、
用
敬
を
第
一
工
夫
と
す
る
な
ど
、
そ
の
相
違
を
み
る
こ
と
が
で
き
、「
理
」
に
関

し
て
も
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
程
朱
が
排
斥
し
た
老
子
と
仏
教
の
説
に
も
寛
容
で
、
積
極
的
に
長
所
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。

史
彌
遠
の
没
後
、
戸
部
尚
書
と
な
り
、
翰
林
学
士
・
参
知
政
事
を
歴
任
。
そ
の
間
の
奏
疏
は
数
十
万
言
に
及
び
、
時
世
の
要
を
得
て
、
朝
廷
を
震
撼
さ
せ
た
と

い
う
。
理
宗
の
即
位
と
と
も
に
召
さ
れ
て
中
書
舎
人
、
さ
ら
に
礼
部
侍
郎
の
要
職
に
つ
き
、
瑞
平
二
年
（
一
二
三
五
）
五
十
八
歳
で
没
す
。
諡
は
文
忠
。
後
、
明

の
正
統
（
一
四
三
六－

一
四
四
九
）
中
、
孔
廟
に
従
祀
さ
れ
、
成
化
三
年
（
一
四
六
七
）
浦
城
伯
を
追
封
せ
ら
れ
た
。

『
大
學
』
の
究
明
に
心
血
を
注
ぎ
、『
大
學
衍
義
』
を
著
わ
し
て
、
朱
熹
の
全
体
大
用
思
想
を
発
揚
し
た
。
著
書
は
他
に
『
四
書
集

』
二
六
巻
、『
心
經
』
一

巻
、『
政
經
』
一
巻
、『
三
禮
考
』
一
巻
、『
西
山
文
集
』
五
五
巻
な
ど
が
あ
る
。

本
書
は
叙
を
欠
く
が
、
乾
隆
八
年
（
一
七
四
三
）
重
刻
本
に
あ
る
原
叙
に
よ
れ
ば
、
も
と
は
、
甲
乙
丙
丁
の
四
集
六
一
巻
に
分
れ
て
お
り
、
甲
集
三
七
巻
の
み

残
り
、
当
館
存
巻
は
第
一
巻
の
み
で
あ
る
。
本
体
は
改
装
あ
り
、
表
紙
は
包
背
装
。

題

に
は
「
宋
版

西
山
眞
文
忠
公
讀
書
記
零
本

甲
集

壹
冊
」
と
墨

筆
で
か
か
れ
て
あ
る
が
、
明
初
刻
本
で
あ
る
。
見
返
し
に
続
く
後
補
の
遊
紙
二
枚
目
表
に
「
本
書
ハ
上
海
商
務
印
書
館
刊
行
ノ
四
部
叢
刊
中
ニ
収
メ
ラ
レ
タ
レ

バ
／
ソ
レ
ニ
ヨ
リ
全
貌
ヲ
見
ル
ヲ
得
ベ
シ
／
巻
頭
ノ
三
印
ハ
乾
隆
帝
ノ
藏
書
印
ニ
シ
テ
本
書
カ
舊
清
室
秘
庫
／
ノ
物
ナ
リ
シ
コ
ト
ヲ
證
セ
リ
」
と
の
識
語
が
あ

る
。
中
国
製
と
お
ぼ
し
き
紺
布
四
方

入
り
の
た
め
、
購
入
時
既
に
一
冊
の
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
続
く
原
装
の
遊
紙
裏
に
、
縦
に
「
五
福
五
代
堂
古
稀
天

子
寶
」「
八
徴
耄
念
／
之
寶
」「
太
上
／
皇
帝
／
之
寶
」（
全
て
角
朱
印
、
陽
刻
）
と
あ
る
。
目
録
巻
頭
に
も
印
記
が
あ
り
「

□
□
／
氏
家
藏
」、「
未
子

印
」

一
七
五



「
天
祿
／

鑑
」「
乾
隆
／
御

／
之
寶
」
の
三
印
。
目
録
に
は
、
第
一
巻
天
命
之
性
か
ら
第
三
七
巻
鬼
神
ま
で
の
巻
数
と
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
重
刻

本
は
同
内
容
で
四
十
巻
に
分
れ
る
。
四
丁
目
魚
尾
下
に
延
祐
五
年
刊
□
（
一
三
一
七
）
と
あ
り
元
版
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
。
目
録
と
「
甲
記
綱
目
」
は
重
刻
本
と

は
順
序
が
逆
で
、
改
装
の
際
に
入
替
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
文
は
経
書
の
一
節
の
問
い
に
対
し
て
、
答
を
二
行
割
で
、
朱
子
曰
、
程
氏
曰
、
按
朱
子
此
語
、
な
ど
の
よ
う
に
朱
子
、
程
氏
、
又
は
門
弟
な
ど
の
言
葉
を
記

し
て
い
る
。『
讀
書
記
』
の
書
と
は
経
書
を
指
し
、『
朱
子
語

』
中
の
「
讀
書
法
」
に
あ
る
朱
子
の
読
書
に
関
す
る
思
想
が
背
景
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
学
に
購
入
の
経
緯
は
、
改
装
の
方
法
が
同
じ
こ
と
や
、
識
語
の
筆
跡
が
同
一
人
と
判
断
で
き
る
た
め
、『
史
記
零
本
』
と
同
種
の
購
入
方
法
で
入
手
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
乾
隆
帝
の
印
記
や
識
語
の
内
容
に
よ
り
、
原
所
蔵
は
文
溯
閣
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
太
田
澄
子
）

口
繪
圖
版

三

五
倫
書
六
十
二

（
明
）
宣
宗
朱

基
撰

明
萬

中
刻
本

經
廠
本

三
六

外
寸
「
三
五
・
八
×
二
二
・
五
糎
」

書
誌
事
項

１

序
「
御
製
五
倫
書
序

正
統
十
二
年
五
月
初
二
日
」（
四
周
雙
邊
。
有
界
。
七
行
一
五
字
。
三
丁
）

２

目
録
題
署

「
五
倫
書
目

」

３

本
文
巻
首
題
署

「
五
倫
書

之
一
」

４

版
式「

四
周
雙
邊
」「
有
界
」「
九
行
一
八
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」「
上
下
中
黑
口
」「
雙
魚
尾
」

内
匡
郭
「
二
九
・
五
×
一
八
・
三
糎
」「
白
文
句
點
本
」

一
七
六



明
の
第
五
代
皇
帝
、
宣
宗
朱

基
（
在
位
一
四
二
五－

一
四
三
四
）
の
勅
撰
に
か
か
る
。
諡
は
章
帝
、
年
号
に
よ
り
宣
德
帝
、
宣
宗
は
廟
号
で
あ
る
。

五
倫
と
は
人
の
常
に
よ
る
べ
き
五
つ
の
道
の
こ
と
で
あ
る
。
五
倫
の
語
は
『
孟
子
』
の
「
敎
以
人
倫
」（

文
公
上
）
の
語
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

我
国
で
は
こ
れ
を
書
名
に
し
た
も
の
が
あ
り
、
熊
沢
蕃
山
の
『
五
倫
書
』、
室
鳩
巣
『
五
倫
名
義
』
な
ど
が
あ
る
。
本
書
の
構
成
は
、
巻
一
は
「
五
倫
總
論
」、
巻

二－

二
十
三
は
「
君
道
」、
巻
二
十
四－

五
十
三
は
「
臣
道
」、
巻
五
十
四－

五
十
五
は
「
父
道
」、
巻
五
十
六－

五
十
八
は
「
子
道
」、
巻
五
十
九
は
「
夫
婦
」
の

道
、
巻
六
十
は
「
兄
弟
」
の
道
、
巻
六
十
一
、
二
は
「
朋
友
」
の
道
の
あ
り
方
を
記
し
て
い
る
。

序
に
よ
る
と
宣
宗
の
五
倫
書
撰
定
の
意
図
は
、
儒
教
の
五
倫
の
思
想
を
利
用
し
て
国
内
統
治
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
旧
く
は
堯
舜
の
治
世
を
例
と
し
、
洪
武

永
楽
の
二
帝
の
治
世
に
、
対
外
政
策
と
内
政
の
充
実
に
儒
教
の
教
え
に
基
き
国
を
安
定
さ
せ
た
例
に
よ
る
。
宣
宗
の
当
時
、
明
は
度
重
な
る
外
征
遠
征
に
よ
り
領

土
の
拡
大
を
み
、
勢
力
権
威
の
発
揚
を
み
、
国
内
は
安
定
し
て
い
た
。
宣
宗
は
対
外
よ
り
内
政
に
重
点
を
お
く
政
策
と
し
た
。
序
の
年
号
は
英
宗
（
正
統
・
天
順

帝
）
の
正
統
十
二
年
（
一
四
四
七
）
と
帰
さ
れ
る
。

本
文
は
全
篇
を
嘉
言
と
善
行
に
分
け
、
経
書
の
易
、
詩
、
の
様
に
項
目
を
挙
げ
、
該
当
す
る
文
章
を
集
め
て
あ
る
。

序
以
外
に
刊
記
に
か
か
わ
る
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。
書
目
で
は
正
統
十
二
年
版
の
後
、
正
徳
元
年
（
一
五
〇
六
）
に
建
陽
書
林
鄭
氏
宗
文
書
堂
重
刊
本
が
あ

る
が
、
本
書
は
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
萬
暦
年
中
（
一
五
七
三－

一
六
一
五
）
の
重
刊
本
と
推
定
さ
れ
る
。
力
強
い
大
字
は
経
廠
本
の
特
徴
を
示
す
。
経
廠
本
と

は
明
の
司
礼
監
に
経
廠
庫
が
あ
り
、
其
処
で
刻
し
た
書
物
を
い
う
。

印
記
は
「
一
天
淵

」「
許

収
藏
」「

陵
廣
氏
藏
書
」「
廣

之
寶
」。
蓬
左
文
庫
に
同
版
で
「
廣

之
寶
」
の
印
記
と
有
す
る
も
の
が
あ
る
。
村
上
貞
吉
の

遺
贈
し
た
村
上
文
庫
に
は
こ
の
他
に
も
中
国
法
制
史
に
関
す
る
書
物
が
多
い
。

（
太
田
澄
子
）

口
繪
圖
版

四

補
註
洗
冤

集
證
六

（
淸
）
王
又
槐
撰

（
淸
）
李

瀾
補
輯

（
淸
）

其
春
補
註

（
淸
）
張
錫
蕃
重
訂

淸
光

八
年
（
一
八
八
二
）
京

文
寶

堂
重
校
刻
本

六

外
寸
「
二
四
・
八
糎
×
一
五
・
五
糎
」

一
七
七



書
誌
事
項

１

封
面
題
署

「
光

壬
午
夏
月
重
校
刊
／
補
註
洗
冤

集
證
」／
萍

文
晟
謹
題
／
京

文
寶
洞
藏
板
」

２

序

序

「
嘉
慶
十
二
年

次
丁
卯
三
月
十
二
日
會
𥡴

其
新

於
浙
江
撫
署
之
誠
本
堂
」（
一
〇
行
一
八
字
一
丁
）

王
序

「
嘉
慶
元
年

次
丙
辰
仲
春
武
林
王
又
槐
書
於
庭
經
書
屋
」（
一
〇
行
一
八
字
一
丁
）

李
序

「
嘉
慶
元
年

次
丙
辰
中
元
望
後
八
日
山
陰
李

瀾

舟
序
」（
一
〇
行
一
八
字
二
丁
）

序

「

光
壬
辰
春
三
月
上

會
𥡴

其
新
春

氏
書
於
泗
城
官
閣
」（
一
〇
行
一
八
字
二
丁
）

３

本
文
巻
首

「
重
刊
補
註
洗
冤

集
證
巻
一
／
武
林
王
又
槐
蔭
庭
氏

輯
／
山
陰
李

瀾

舟
氏
補
輯
／

山
孫
光
烈
臨
川
氏
參
閲
／
會
𥡴

其
新
春

氏
補
註
／

武
林
王
又
梧
鳳
偕
氏
校
訂
／
元
和
張
錫
蕃
鶴
生
氏
重
訂
加
丹
」

４

版
式「

左
右
雙
邊
」「
無
界
」「
一
〇
行
一
八
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」「
白
口
」「

魚
尾
」
内
匡
郭
「
一
四
・
五
×
一
二
・
一
糎
」」

「
白
文
圏
點
句
點
本
」「
頭
注
四
色
套
印
（
赤
、
青
、
黄
、
緑
）」

中
国
に
お
い
て
は
、
古
く
か
ら
、
刑
罰
、
と
り
わ
け
人
命
に
関
わ
る
刑
の
吟
味
に
は
慎
重
を
期
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
な
状
況
か
ら
検
屍
に
関
す
る
知
識

や
技
術
も
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
宋
代
に
は
既
に
『
洗
冤

』（『
洗
冤
集

』）
が
成
立
し
た
。
検
屍
指
南
書
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

図
版
に
あ
げ
る
事
例
は
、
清
朝
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
『
補
註
洗
冤

集
證
』
と
い
う
。
こ
れ
は
『
洗
冤

』
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
清
朝
に
お
け
る
洗

冤

は
、
王
朝
の
律
例
館
に
て
編
纂
さ
れ
た
『
律
例

校
正
洗
冤

』（
中
央
大
学
図
書
館
所
蔵
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
中
心
に
多
く
の
検
屍
事
例
や
他
書
か
ら
の

情
報
を
盛
り
込
ん
だ
の
が
本
注
釈
書
と
い
え
よ
う
。
律
例
館
と
は
、
清
朝
に
お
け
る
律
令
及
び
各
種
法
令
の
編
纂
を
司
る
役
所
で
あ
り
、
三
年
か
ら
五
年
お
き
に

そ
の
再
検
討
を
手
が
け
る
と
と
も
に
、
関
連
す
る
付
帯
項
目
の
編
纂
や
刊
行
も
手
が
け
た
。
以
後
、
多
数
の
注
釈
書
が
出
版
さ
れ
、
そ
れ
は
民
国
時
代
に
至
っ
て

も
法
官
や
検
験
員
の
参
考
書
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

本
書
は
、
清
朝
に
お
い
て
は
地
方
官
や
そ
の
属
僚
で
あ
る
官
吏
た
ち
が
、
検
屍
に
臨
む
際
の
重
要
な
参
考
書
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
地
方
官

の
実
務
に
関
わ
る
参
考
書
で
あ
れ
ば
地
方
の
官
衙
に
常
備
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、『
律
例

校
正
洗
冤

』
と
そ
れ
を
底
本
に
各
種
注
釈
や
情
報
が
付

一
七
八



加
さ
れ
た
注
釈
書
が
流
布
し
、
様
々
な
形
で
現
場
の
担
当
官
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
本
書
は
必
ず
し
も
稀

本
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
実
務
担
当
者
に
と
っ
て
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
実
用
書
の
注
の
部
分
に
四
色
套
印
を
施
す

様
な
事
例
は
他
の
書
物
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
後
に
刊
行
さ
れ
た
、
同
種
の
注
釈
書
に
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
印
刷
の
面
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
事
例

で
あ
る
。
中
央
大
学
図
書
館
に
は
、
他
に
『
洗
冤

』
の
注
釈
書
は
四
種
存
在
し
、
い
ず
れ
も
版
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
法
制
史
研
究
の
み
な
ら
ず
、
書
誌
学
研

究
の
資
料
と
し
て
も
併
せ
て
検
討
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
山
口

洋
）

口
繪
圖
版

五

開
元
釋
敎
目

一

存

第
十
一
別

之
一

（
唐
）
釋
智
昇
撰

〔
元
〕
杭
州
在
域
大
街
衆
安
橋
北
家
經
坊
重
印
本

一

外
寸
「
三
○
・
三
×
一
一
・
三
糎
」

書
誌
事
項

１

題

題
署

「
開
元
釋
敎
目

第
十
一
」

２

前
見
返

二
佛
坐
像
四
佛
弟
子
像

（
二
折
）

３

本
文
巻
首
題
署

「
開
元
釋
敎
目

第
十
一
別

之
一

昇
一
／
庚
午
歳
西
崇
福
寺
沙
門

智
昇
撰
」

４

版
式「

上
下

邊
」「
無
界
」「
六
行
七
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」
内
匡
郭
「
二
三
・
九
×
一
一
・
二
糎
」「
白
文
一
〇
〇
折
」「
蓮
牌
木
記
中
の
刊
記
等
削
除
」

匡
郭
外

木
記
「
杭
州
在
城
大
街
衆
安
橋
北
家
經
坊
印
行
」

一
七
九



５

後
見
返

一
佛
立
像

（
半
折
）

『
開
元
釋
敎

』、
ま
た
は
略
し
て
『
開
元

』
と
も
い
う
一
切
経
目
録
。
釈
教
と
は
仏
の
教
え
、
仏
教
の
こ
と
を
い
う
。
後
漢
明
帝
永
平
十
丁
卯
年
（
六
七
）

よ
り
、
唐
玄
宗
開
元
十
八
庚
午
年
（
七
三
〇
）
に
至
る
、
凡
そ
六
百
六
十
四
年
間
に
中
国
に
伝
来
翻
訳
さ
れ
た
「
大
小
乘
律
論
」、「
三
藏
賢
聖
集
傳
」、
及
び
失

訳
欠
本
等
を
収
め
る
。
全
編
を
総
録
と
別
録
の
二
部
に
分
け
、
総
録
の
「
總
括
群
經

」
十
巻
に
は
、
後
漢
以
後
開
元
十
八
年
に
至
る
ま
で
の
年
次
を
追
っ
て
、

訳
経
の
標
目
（
経
典
名
）、
巻
数
、
年
月
、
別
名
及
び
訳
者
、
同
本
異
訳
、
そ
の
有
無
等
を
記
録
し
、
ま
た
訳
者
百
七
十
六
人
の
伝
記
を
掲
載
す
る
。
総
計
は
二

千
二
百
七
十
八
部
七
千
四
十
六
巻
。

別
録
は
「
別
分
乘
藏

」
十
巻
、
初
の
八
巻
は
訳
本
の
有
無
等
を
分
類
し
た
も
の
で
、「
有
譯
有
本

」「
有
譯
無
本

」「
支
派
別
行

」「

略
繁
重

」

「
補
闕
拾
遺

」「
疑
惑
再
詳

」「
偽
妄

眞

」
の
七
門
に
分
類
す
る
。
後
の
二
巻
は
大
蔵
経
に
編
入
し
た
入
蔵
録
で
、
総
計
千
七
十
六
部
五
千
四
十
八
巻
で

あ
る
。
記
述
は
概
ね
正
確
で
、
経
典
目
録
と
し
て
は
最
も
整
備
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
宋
代
よ
り
後
世
の
経
録
の
規
範
と
な
っ
た
。

著
者
の
智
昇
の
生
地
、
生
没
年
は
不
詳
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
總
章
元－

開
元
二
十
八
（
六
六
八－

七
四
〇
）
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
中
国
律
宗
南
山
宗
の

僧
で
、
若
年
よ
り
大
小
両
乗
を
学
び
、
特
に
律
宗
に
通
じ
た
。

道
眞
よ
り
道
宣
に
至
る
ま
で
の
諸
種
の
経
典
目
録
の
不
備
を
補
訂
し
よ
う
と
し
て
、
開
元
十
八

年
（
七
三
○
）、
長
安
の
西
崇
福
寺
東
塔
院
に
お
い
て
『
開
元
釋
敎

』
二
十
巻
を
完
成
し
た
。
そ
の
他
の
著
作
と
し
て
は
、『
開
元
釋
敎

略
出
』
五
巻
、『
續

古
今
譯
敎
圖
紀
』
一
巻
『
續
集
古
今
佛
道
論
衡
』
一
巻
、『
續
集
古
今
佛
道
論
衡
』
一
巻
、『
集
諸
經
禮
懺
儀
』
二
巻
な
ど
が
現
存
す
る
。
南
山
道
宣
の
学
問
の
後

継
者
と
し
て
任
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
開
元
釋
敎

略
出
』
四
巻
は
、
本
録
所
載
の
入
蔵
録
を
別
出
し
、
千
字
文
を
用
い
て
こ
れ
を
序
列
し
た
も
の
で
あ
る
。

目
録
は
大
部
な
も
の
で
あ
る
が
、
当
館
存
巻
は
別
録
の
第
一
巻
の
み
で
あ
る
。

本
体
は
前
後
に
紙
表
紙
を
付
け
た
折
本
仕
立
て
で
、
一
部
裏
打
ち
が
あ
る
。
蓮
牌
木
記
の
中
の
刊
記
は
削
除
さ
れ
原
刻
は
不
明
で
あ
る
が
、
郭
外
左
脇
刊
記
に

よ
る
と
元
代
重
印
本
で
あ
る
。
前
見
返
の
二
仏
の
一
仏
は
釈
迦
如
来
像
、
後
見
返
し
の
像
は
毘
沙
門
天
像
と
思
わ
れ
る
。

は
後
補
、

題

に
は
『
宋
版

開

元
釋
敎
目

零
本

壹

』
と
あ
る
が
、
字
体
様
式
な
ど
か
ら
尾
崎
教
授
は
、
前
掲
の
『
史
記
零
本
』
と
同
じ
く
、
元
版
と
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
二
年
の
受
入

印
よ
り
、『
史
記
零
本
』
と
同
じ
収
蔵
経
緯
を
辿
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

一
八
〇



（
太
田
澄
子
）

口
繪
圖
版

六

審
理

三
十
二

（

鮮
）
洪
仁
浩
編

（

鮮
）
洪
義
浩
修

鮮
鈔
本

五

外
寸
「
三
二
・
三
糎
×
一
九
・
六
糎
」

書
誌
事
項

１

題

題
署

「
御
製
／
審
理

」

２

目
録
題
署

「
弘
齋
全
書

／
審
理

」（
四
丁
）

３

本
文
巻
首
題
署

「
弘
齋
全
書

／
審
理

／
丙
申
」

４

版
式「

四
周
雙
邊
」「
有
界
」「
一
〇
行
二
〇
字
（
注
文
小
字
雙
行
）」「
白
口
」「
白

魚
尾
」
内
匡
郭
「
二
〇
・
四
×
一
三
・
一
糎
」「
白
文
」

『
審
理

』
は
一
八
世
紀
後
半
、
正
祖
時
代
に
殺
人
な
ど
の
重
罪
人
に
関
す
る
審
理
お
よ
び
刑
罰
の
決
定
過
程
を
集
め
た
判
例
集
で
あ
る
。
正
祖
即
位
の
一
七

七
六
年
か
ら
二
三
年
（
一
七
九
九
）
ま
で
に
処
理
さ
れ
た
一
千
百
余
件
の
事
件
判
例
を
集
め
分
類
整
理
し
、
そ
れ
以
降
の
類
似
事
件
の
処
理
の
参
考
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

一
七
九
九
年
に
洪
仁
浩
と
弟
の
義
浩
が
中
心
と
な
り
編
修
し
、
さ
ら
に
義
浩
が
続
修
を
命
じ
ら
れ
て
、
純
祖
元
年
（
一
八
〇
一
）
に
完
成
を
み
た
。

一
八
世
紀
末
に
お
け
る
ソ
ウ
ル
と
各
地
方
の
犯
罪
事
件
に
反
映
さ
れ
た
、
当
時
の
社
会
像
の
変
化
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

編
者
の
洪
仁
浩
（
英
祖
二
九－

正
祖
二
三
）
字
は
元
伯
。
弟
の
洪
義
浩
（
英
祖
三
四－

純
祖
二
六
）
字
は
養
仲
、
澹
寧
と
号
す
る
。
豊
山
洪
氏
、
判
敦
寧
府
事

一
八
一



秀
輔
の
子
。
義
浩
は
正
祖
八
年
（
一
七
八
四
）
抄
啓
文
臣
に
選
ば
れ
、
純
祖
に
も
重
用
さ
れ
、
漢
城
府
判
尹
、
大
司
諫
な
ど
を
歴
任
し
、
正
二
品
に
の
ぼ
り
、
官

義
政
府
参
賛
礼
工
曹
判
書
に
な
っ
た
。
性
格
は
寛
厚
だ
が
西
洋
の
邪
教
問
題
に
よ
り
純
祖
一
七
（
一
八
一
七
）
官
を
退
き
、
読
書
詩
作
を
楽
し
み
と
し
復
命
に
も

沿
わ
な
か
っ
た
が
、
二
四
年
（
一
八
二
四
）
秋
礼
曹
判
書
を
拝
し
た
。
二
五
年
病
を
得
て
致
仕
し
翌
年
卒
し
た
。
年
六
十
九
。
詩
に
卓
抜
し
た
才
能
を
持
ち
『
靑

邱
詩
誌
』
を
著
し
て
い
る
。

国
内
の
書
目
で
は
伝
本
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、『
奎
章
閣
圖
書
韓
國
本
綜
合
目

』、『
奎
章
閣
圖
書
韓
國
本
綜
合
解
題
』
中
の
四
本
に
よ
っ
て
、

成
立
の
順
序
を
推
測
し
て
、
中
央
大
学
の
本
が
ど
の
系
統
に
あ
た
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

①
正
祖
二
三
年
（
一
七
九
九
）
に
左
承
旨
で
あ
っ
た
洪
仁
浩
と
そ
の
弟
の
洪
義
浩
が
中
心
と
な
っ
て
編
修
し
た
、
初
版
と
見
な
さ
れ
る
抄
本
一
六
冊
本
。
こ
れ
に

は
編
者
及
び
成
立
年
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
全
三
二
巻
を
年
度
別
に
分
け
、
単
年
度
の
み
は
全
国
、
複
数
年
度
は
地
域
別
に
分
け
て
い
る
。

②
純
祖
元
年
（
一
八
〇
一
）
左
承
旨
で
あ
っ
た
洪
義
浩
が
純
祖
の
即
位
以
降
に
内
容
の
補
完
を
し
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
。
正
祖
二
四
年
（
一
八
〇
〇
）
ま
で
の

判
例
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
①
の
再
編
成
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
巻
に
編
纂
の
経
緯
等
を
記
載
し
て
あ
り
、
編
者
お
よ
び
年
代
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
配
列
は
年
代
別
、
抄
本
一
六
冊
本
で
あ
る
。

③
同
じ
内
容
で
編
修
方
式
が
異
な
り
、
地
域
別
の
配
列
に
な
っ
て
い
る
抄
本
一
八
冊
本
。

④
編
者
、
成
立
年
は
不
明
で
あ
り
、
内
容
は
純
祖
九
年
（
一
八
〇
九
）
以
降
の
も
の
抄
本
二
冊
本
。
明
か
に
続
編
で
あ
ろ
う
。

⑤
一
九
六
八
年
法
制
処
が
②
に
句
読
点
を
付
し
、
吏
読
に
関
す
る
解
説
を
加
え
た
活
字
本
。
こ
れ
は
綜
合
解
題
中
に
記
載
が
あ
る
。

本
書
は
九
巻
五
冊
の
み
の
不
完
全
な
も
の
で
、
ど
の
系
統
に
該
当
す
る
か
は
難
し
い
。
本
の
構
成
は
、
本
文
第
一
冊
目
は
、
各
冊
の
目
録
で
あ
る
。
目
録
は
年

度
毎
に
地
域
、
人
名
の
順
序
に
配
列
さ
れ
る
。
巻
頭
に
は
責
任
表
示
に
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
書
名
と
し
て
「
弘
齋
全
書

、
審
理

」、
続
け
て
丙
申

（
年
）、
地
域
名
、
犯
罪
人
名
に
加
え
て
獄
の
字
、
二
行
割
で
事
件
の
発
生
時
の
状
況
を
示
す
記
述
が
あ
り
、
次
に
大
字
で
検
死
、
尋
問
調
査
、
調
書
、
事
件
の

内
容
報
告
、
中
央
政
府
の
調
査
官
に
よ
る
再
調
査
、
最
終
報
告
書
、
量
刑
の
建
議
、
王
の
判
決
文
な
ど
、
刑
事
事
件
の
処
理
要
領
が
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

判
依
允
の
文
字
が
繰
り
返
さ
れ
る
記
述
は
、
再
審
を
重
ね
た
と
思
わ
れ
る
。
判
断
で
き
る
材
料
は
少
な
い
が
、
各
巻
の
構
成
が
最
も
近
い
点
な
ど
か
ら
、
②
の
一

八
〇
一
年
成
立
の
系
統
の
本
と
推
測
す
る
。
た
だ
し
、
②
に
は
あ
る
べ
き
は
ず
の
編
纂
の
動
機
・
編
集
規
則
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
叙
例
部
分
を
欠
く
。
本
書
の

体
裁
と
し
て
は
、
匡
郭
、
版
心
は
薄
青
、
手
書
き
。
表
紙
に
は
緑
灰
色
の
麻
布
を
使
用
。
茶
の
麻
糸
で
五
綴
。
第
一
冊
の
表
紙
に
は
「
御
製

審
理

金
」
と

直
書
、
以
下
の
各
冊
に
は
各
木
、
水
、
火
、
土
と
あ
り
。
朝
鮮
製
と
お
ぼ
し
き

に
入
り
、
印
記
は
「
東
葉
似
鄭
東
浚
士
深
章
」、「
松
宮
藏
書
」。
松
宮
は
本
学

一
八
二



事
務
部
長
の
松
宮
春
一
郎
氏
で
、
昭
和
五
年
の
寄
贈
書
で
あ
る
。

（
太
田
澄
子
）

一
八
三


